
物
価
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
の
ご
案
内

　
物
価
高
騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、
特

に
家
計
へ
の
影
響
が
大
き
い
世
帯
（
令
和
６

年
度
新
た
に
住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯
ま

た
は
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
と
な
っ
た
世

帯
）
を
対
象
に
、
1
世
帯
あ
た
り
10
万
円
を

支
給
し
ま
す
。

　
ま
た
、
支
給
対
象
世
帯
の
中
に
、
基
準
日

（
令
和
６
年
６
月
３
日
）
に
お
い
て
、
18
歳

以
下
（
平
成
18
年
４
月
２
日
以
降
に
出
生
）

の
児
童
が
い
る
場
合
、
対
象
児
童
1
人
あ
た

り
５
万
円
を
加
算
し
て
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
世
帯

　
令
和
６
年
６
月
３
日
時
点
で
利
根
町
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
令
和
６
年
度
住
民
税
（
定

額
減
税
前
）
の
課
税
状
況
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
世
帯

・
世
帯
全
員
の
令
和
６
年
度
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

・
世
帯
全
員
が
令
和
６
年
度
住
民
税
均
等
割

の
み
課
税
者
で
あ
る
世
帯

・
令
和
６
年
度
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
者

と
住
民
税
均
等
割
非
課
税
者
で
構
成
さ
れ
る

世
帯

※�

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
令
和
５
年
度
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価

格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
ま
た
は
令
和
５
年

度
物
価
高
騰
重
点
支
援
金
（
均
等
割
課
税
）

の
支
給
対
象
世
帯
（
他
の
自
治
体
で
同
趣
旨

の
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
世
帯
、
ま

た
は
当
該
世
帯
の
世
帯
主
で
あ
っ
た
方
を
含

む
世
帯
も
対
象
外
で
す
）

　
令
和
６
年
度
に
新
た
に
住
民
税
非
課
税

世
帯
ま
た
は
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
と

な
っ
た
世
帯
の
方
へ

奨
学
金
返
還
支
援
補
助
金
の
お
知
ら
せ

暮らしの情報欄
大
学
な
ど
卒
業
後
、
利
根
町
に
居
住
す
る

方
の
奨
学
金
返
還
を
補
助
し
ま
す
！

　
町
で
は
、
若
い
方
の
移
住
定
住
の
促
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
大
学
な
ど
卒
業

後
に
本
町
に
居
住
し
た
場
合
に
対
し
、
奨
学

金
の
返
還
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
支
援
す

る
「
利
根
町
奨
学
金
返
還
支
援
補
助
金
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
奨
学
金

・
日
本
学
生
支
援
機
構
奨
学
金（
１
種
、２
種
）

・
茨
城
県
奨
学
金

・
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金（
修
学
資
金
の
み
）

・
そ
の
他
町
長
が
認
め
る
奨
学
金

▼�

対
象
者　

　
奨
学
金
の
返
還
開
始
か
ら
基
準
日
（
１
月

１
日
）
ま
で
継
続
し
て
町
内
に
住
所
を
有
す

る
方
で
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①�

補
助
金
の
交
付
を
申
請
す
る
年
度
内
に
奨

学
金
の
返
還
を
開
始
す
る
新
規
学
卒
者

②
前
年
に
交
付
決
定
を
受
け
た
方

③
在
学
中
に
奨
学
金
等
の
返
還
を
開
始
し
た
方

※�

①
～
③
に
該
当
し
、
か
つ
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

ア　
常
時
雇
用
者

イ　

�

個
人
で
農
業
そ
の
他
事
業
を
営
む
者
ま

た
は
そ
の
事
業
専
従
者

ウ　

�

申
請
初
年
度
で
、
常
時
雇
用
者
で
は
な

い
、
現
在
求
職
中
の
方

※
そ
の
他
所
定
の
要
件
が
ご
ざ
い
ま
す
。

▼
補
助
金
額

　
毎
年
１
月
１
日
を
基
準
日
と
し
、
そ
の
前

年
（
１
月
～
12
月
）
に
返
還
し
た
奨
学
金
の

額
上
限
20
万
円\

年

▼
補
助
対
象
期
間

　
対
象
と
な
る
奨
学
金
の
返
還
を
開
始
し
た

年
か
ら
起
算
し
て
10
年

▼
申
請
受
付
期
間

　
令
和
7
年
１
月
6
日
㈪
～
１
月
31
日
㈮
必
着

　
必
要
書
類
を
揃
え
て
、
政
策
企
画
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
類
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
政
策
企
画
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　

　
政
策
企
画
課　
地
域
振
興
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
３
３
）

　

�chiiki@
tow
n.tone.lg.jp

・
世
帯
全
員
が
、
住
民
税
均
等
割
課
税
者
に

扶
養
等
さ
れ
た
者
の
み
で
構
成
さ
れ
た
世
帯

（
事
業
専
従
者
等
を
含
む
）

・
租
税
条
約
に
よ
る
住
民
税
の
免
除
を
受
け

て
い
る
方
を
含
む
世
帯

▼
手
続
き
に
つ
い
て

⑴
世
帯
全
員
が
、
令
和
６
年
１
月
１
日
以
前

か
ら
利
根
町
に
お
住
い
の
世
帯

　
対
象
と
な
る
世
帯
の
世
帯
主
の
方
に
、
８

月
下
旬
に
町
か
ら
給
付
内
容
や
確
認
事
項
が

書
か
れ
た
確
認
書
を
発
送
し
ま
す
。
内
容
を

確
認
し
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
ご
返
送

く
だ
さ
い
。

⑵
世
帯
の
中
に
、
令
和
６
年
１
月
２
日
以
降

に
転
入
し
た
方
が
い
る
世
帯

　
給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、
世
帯
主
の
方

か
ら
の
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
書
に
必
要

事
項
を
ご
記
入
の
上
、
必
要
書
類
と
一
緒
に

郵
送
ま
た
は
、
直
接
役
場
福
祉
課
へ
ご
提
出

く
だ
さ
い
。（
申
請
書
は
、
福
祉
課
窓
口
で

配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。）

▼
申
請
期
間

　
９
月
２
日
㈪
～
10
月
31
日
㈭

▼
支
給
時
期

　
申
請
書
を
受
理
後
、
２
週
間
程
度

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課　
社
会
福
祉
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
１
）

　
定
額
減
税
可
能
額
が
減
税
前
税
額
を
上
回

る
（
減
税
し
き
れ
な
い
）
と
見
込
ま
れ
る
方

を
対
象
に
１
万
円
単
位
で
切
り
上
げ
た
差
額

の
給
付
を
行
い
ま
す
。

▼
調
整
給
付
金
の
対
象
と
な
る
方

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
（
納
税
義

務
者
）

・
令
和
６
年
度
個
人
住
民
税
が
利
根
町
で
課

税
さ
れ
て
い
る

・
定
額
減
税
可
能
額
が
令
和
６
年
分
推
計
所

得
税
額
ま
た
は
令
和
６
年
度
個
人
住
民
税
所

得
割
額
を
上
回
る

・
合
計
所
得
金
額
が
１
８
０
５
万
円
以
下
で

あ
る

▼
支
給
金
額
算
出
方
法

○
定
額
減
税
可
能
額

　
所
得
税
分
：
３
万
円
×
（
本
人
＋
扶
養
親

族
数
）

　
個
人
住
民
税
：
１
万
円
×
（
本
人
＋
扶
養

親
族
数
）

○
給
付
額

　
⑴
と
⑵
の
合
計
額
を
１
万
円
単
位
に
切
り

　
上
げ
る

⑴�

所
得
税
分
定
額
減
税
可
能
額–

令
和
６
年
分

推
計
所
得
税
額
（
⑴<

０
の
場
合
は
０
）

⑵�

個
人
住
民
税
所
得
割
分
定
額
減
税
可
能
額–

令
和
6
年
度
個
人
住
民
税
所
得
割
額
（
⑵

<

０
の
場
合
は
０
）

▼
支
給
手
続
き
に
つ
い
て

　
対
象
の
方
に
は
、
８
月
中
旬
に
税
務
課
よ

り
支
給
要
件
確
認
書
を
郵
送
し
ま
す
。
記
載

内
容
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
必
要
事
項
を
ご

記
入
の
上
，
本
人
確
認
書
類
等
と
あ
わ
せ
て

ご
返
送
く
だ
さ
い
。

○
提
出
期
限
：
10
月
31
日
㈭
（
消
印
有
効
）

※
期
限
ま
で
に
返
送
さ
れ
な
い
場
合
は
、
辞

退
し
た
も
の
と
み
な
し
、
給
付
金
が
支
給
さ

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
時
期

　
支
給
要
件
確
認
書
の
受
理
後
、
２
～
３
週

間
程
度

▼
調
整
給
付
金
の
支
給
額
に
不
足
が
生
じ
る

場
合

　
令
和
６
年
分
所
得
税
お
よ
び
定
額
減
税
の

実
績
額
等
が
確
定
し
た
の
ち
、
再
計
算
し
て
、

調
整
給
付
に
不
足
が
生
じ
た
（
新
た
に
発
生

し
た
）
場
合
、
令
和
７
年
度
に
不
足
分
の
給

付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課　
町
民
税
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
３
）

　
詳
細
は
こ
ち
ら
の
ペ
ー
ジ
へ
ア
ク
セ
ス
を

お
願
い
し
ま
す
。

https://w
w
w
.tow

n.
tone.ibaraki.jp/page/
page005993.htm

l

定
額
減
税
補
足
給
付
金
（
調
整
給
付
金
）
の
お
知
ら
せ

蜂
駆
除
補
助
金
の
お
知
ら
せ

　
蜂
に
よ
る
危
害
を
防
止
し
、
生
活
の
安
全

と
よ
り
良
い
環
境
づ
く
り
に
寄
与
す
る
た
め

に
蜂
駆
除
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

▼��

蜂
の
種
類

　
ス
ズ
メ
バ
チ
亜
科
ス
ズ
メ
バ
チ
類
お
よ
び

ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
亜
科
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
類

▼
補
助
対
象
者

　
蜂
の
巣
（
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土

地
ま
た
は
建
物
（
店
舗
兼
住
宅
を
除
く
）
に

営
巣
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
）
を
業
者
に

依
頼
し
て
駆
除
し
た
者
で
あ
り
、
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
方

①�

町
の
住
民
基
本
台
帳
に
、
記
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

②�

町
内
に
所
在
す
る
土
地
ま
た
は
建
物
を
所

有
し
て
い
る
こ
と
。

③
町
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

④�

申
請
年
度
に
お
い
て
当
該
補
助
金
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

▼��

補
助
金
の
額

　
巣
の
除
去
に
要
し
た
費
用
の
2
分
の
１
と

し
、
１
万
円
を
限
度
と
す
る
。

（
１
０
０
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。）

▼
申
請
方
法　

　

次
の
書
類
を
す
べ
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

①
申
請
書　

②
駆
除
費
用
に
係
る
領
収
書
の
写
し　

③�

駆
除
を
行
っ
た
場
所
の
位
置
図
お
よ
び
見

取
り
図

④�

前
景
な
ら
び
に
駆
除
前
お
よ
び
駆
除
後
の

写
真
（
巣
お
よ
び
蜂
の
種
類
が
わ
か
る
も

の
）

▼��

交
付
申
請
の
時
期

　
巣
の
駆
除
を
実
施
し
た
日
か
ら
30
日
以
内

ま
た
は
当
該
年
度
の
3
月
31
日
の
い
ず
れ
か

の
早
い
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　

　
生
活
環
境
課　
環
境
衛
生
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
３
７
）　
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